
令 和 2 年 12 月 3 日
総 務 企 画 局 企 画 調 整 部

福岡版ユニバーサルマナー検定の実施 

福岡市は，誰もが思いやりをもち，すべての人にやさしいまち「ユニバーサル都市・福岡」 
の実現をめざし，普及・啓発に取り組んでいます。令和 2 年 10 月 29 日にお知らせした  
「福岡版ユニバーサルマナー検定」について，追加募集をしますのでお知らせします。 

高齢者や障がい者への接し方・配慮のポイントなどについて学べる福岡市オリジナ
ルの講座「福岡版ユニバーサルマナー検定」をオンラインで実施します。

なお，自治体オリジナルの講座は全国初 となります。

特に次世代を担う子どもたちや，お客様と接する機会の多いサービス業に従事されて

いる方をはじめ，多くの方に日常生活や仕事，ボランティア活動で実践していただけるよう，

今年度に限り福岡市が受講料の一部を補助します 。 

 

講座内容 （講義 70 分，演習 70 分） 

＜福岡市オリジナル講座の特色＞ 

○ 市の身近なユニバーサルデザインの事例を用いた演習

○ コロナ禍での障がい者の生活と心理を解説

○ 新しい生活様式の中でも実践できるユニバーサルマナーの習得

（受講者全員がユニバーサルマナー検定 3 級資格を取得）

対象 

市内に在住または通勤・通学する方 

開催 

① 12 月 13 日（日）10 時～12 時 30 分

② 12 月 19 日（土）13 時～15 時 30 分

③ 12 月 23 日（水）18 時 30 分～21 時

受講料 ＜福岡市特別価格＞

18 歳未満：500 円， 18 歳以上：1,000 円  （通常は 5,500 円） 

申込受付  

https://www.universal-manners.jp/fukuoka_city 

オンライン受講のイメージ

【お問い合わせ先】 
総務企画局企画調整部 
担当：山中，倉光 
電話：092-711-4870（内線 1230） 

市政記者各位 

※ユニバーサルマナー検定は，（一社）日本ユニバーサルマナー協会が実施する認定制度です

全国初の自治体オリジナル講座 追加募集のお知らせ！ 

オンライン受講のイメージ


